
贈　与　税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　統計表を見るに当たって

 10％
 15％
 20％
 30％
 40％
 50％

人 千円 人 千円 
62,295 195,430,831 11,906 182,657,414

3,548 46,978,194 11,865 164,411,413

62,297 68,526,700 661 18,073,200

58,922 83,095,961 659 3,615,085

55,244 11,213,134 －  －  

－  －  659 3,615,085

55,244 11,213,134 4,245 63,823,507

4,276 23,981,312

人 千円 
 実  73,883 378,088,246

3,548 46,978,194

74,162 232,938,113

 実  59,562 101,169,161

 実  55,882 14,828,219
              ずれか少ない金額が取得財産価額から控除さ

 実       - －                れることをいう。
            ２  住宅取得資金等の贈与とは、住宅取得資金

 実  55,882 14,828,219               の贈与を受けた場合には、暦年課税では住宅
              取得資金等の贈与の特例、相続時精算課税で

 実      20 461,843               は相続時精算課税選択の特例及び住宅資金特
              別控除の特例が設けられていることをいう。

 実  55,862 14,366,376             ３  納税猶予とは、贈与者の法定相続人でかつ
              農業の後継者が贈与を受けた農地等の価格に

－  －                対応する贈与税額について、一定の要件の下
              に納税が猶予されることをいう。

8,440 87,804,819

調査対象等：  平成16年中に財産の贈与を受けた者について、
            平成17年６月30日までの申告又は処理（更正・
           決定等)による課税事績を「申告書、決議書等」
            に基づいて作成した。
 　　 （注）  「人員」欄の「実」は実人員を示す。
用語の説明：１  配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上であ
              る配偶者から、居住用不動産又は居住用不動
              産を取得するための金銭の贈与を受けた場合

災害減免法による免除税額

住 宅 取 得 資 金 の 贈 与 額

              で、贈与を受けた年の翌年の３月15日までに
              その居住用不動産を事故の居住の用に供し、
              かつその後引き続き居住の用に供する見込み
              である場合、一定の要件のもとで、2,000万
              円と居住用不動産の価額又は金銭の額とのい

外 国 税 額 控 除

外 国 税 額 控 除 後 の 額

納 税 猶 予 額

納 付 税 額

基 礎 、 特 別 控 除 額

基礎、特別控除後の課税価格

　している。

取 得 財 産 価 額 （ 本 年 分 ）

配 偶 者 控 除 額

課税状況（合計分）

人 員 金 額

住 宅 取 得 資 金 の 贈 与 額

７  贈　　与　　税

贈 与 税 額

 400万円を超え　600万円以下の金額　････
 600万円を超え1,000万円以下の金額　････
1,000万円を超える金額　　 　　　　  ････

なお、一部について、平成15年以前に財産の贈与を受けた
者についての申告又は処理による課税事績について調査

　　　　　　　 200万円以下の金額　････

贈　　与　　税　　の　　税　　率　

住 宅 取 得 資 金 の 贈 与 額

 200万円を超え　300万円以下の金額　････
 300万円を超え　400万円以下の金額　････

外 国 税 額 控 除

外 国 税 額 控 除 後 の 額

特 別 控 除 額

特 別 控 除 額 後 の 課 税 価 格

贈 与 税 額

人 員 金 額

取 得 財 産 価 額 （ 本 年 分 ）

課税状況（相続時精算課税分）

この章の統計表は、平成16年中に財産の贈与を受けた者の
うち、申告義務のある者（贈与税の配偶者控除又は住宅取得
の贈与税額の計算の特例を受けたことにより贈与税額がなく
なった者を含む。）について、平成17年６月30日までの申告

　又は処理による課税事績を示したものである。

　７－１　課税状況（暦年課税分）

外 国 税 額 控 除 後 の 額

取 得 財 産 価 額 （ 本 年 分 ）

配 偶 者 控 除 額

基 礎 控 除 額

基 礎 控 除 後 の 課 税 価 格

人 員 金 額

贈 与 税 額

外 国 税 額 控 除


